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【重点事項4】多様な働き方への対応や外国人労働者の
労働災害防止対策の推進
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外国人・日本人別死傷災害発生状況（全産業）

外国人労働者 日本人労働者

1,403人

1,376人

1,464人
（新型コロナウイルス感染症57件を含む。）

1,665人
（新型コロナウイルス感染症226件を含む。）

3,173人
（新型コロナ
ウイルス感染
症1672件を
含む。）
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国籍別死傷災害発生状況（全産業）

ブラジル ペルー 中国 インドネシア ベトナム フィリピン その他

31人

83人

65人

107人

119人



アウトプット指標

母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用いるなど外国人労働者に分かりやす

い方法で労働災害防止の教育を行っている事業場の割合を2027年までに50％

以上とする。

①コロナ禍におけるテレワークの拡大等を受けて、自宅等でテレワークを行う際

のメンタルヘルス対策や作業環境整備の留意点等を示した「テレワークの適切

な導入及び実施の推進のためのガイドライン」や労働者の健康確保に必要な措

置等を示した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に基づく、労働者の

安全と健康ン確保に取り組む。

②外国人労働者に対し、安全衛生教育マニュアルを活用するなどによる安全衛生

教育の実施や健康管理に取り組む。

アウトカム指標

外国人労働者の死傷年千人率※を2027年までに全体平均以下とする。

※2022年の死傷年千人率：全体2.52、外国人4.11
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【重点事項4】多様な働き方への対応や外国人労働者の労働災害防止対策の推進

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン 検索

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
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テレワークにおける安全衛生の確保

・自宅等においてテレワークを実施する場合において

も、事業者は、労働者の安全と健康のための措置を

講ずる必要があります（適切な作業環境の確保、健

康診断、ストレスチェック等のメンタルヘルス対策、

長時間労働者に対する医師の面接指導等）。労働者

を雇い入れたとき（雇入れ後にテレワークの実施が

予定されているとき）又は労働者の作業内容を変更

し、テレワークを初めて行わせるときは、テレワー

ク作業時の安全衛生教育を行うことも重要です。

・テレワークでは、労働者が上司等とコミュニケー

ションを取りにくい、上司等が労働者の心身の変調

に気づきにくいという状況になる場合が多くありま

す。事業者は健康相談体制の整備やコミュニケー

ションの活性化のための措置を実施しましょう。

・「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するた

めのチェックリスト（事業者用）」「自宅等におい

てテレワークを行う際の作業環境を確認するための

チェックリスト（労働者用）を、ぜひご活用くださ

い。必要な場合には、労使が協力して改善を図った

り、サテライトオフィス等の活用を検討したりする

ことも重要です。
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副業・兼業の促進に関するガイドラインわかりやすい解説
2022.10

検索

副業・兼業の促進に関するガイドライ
ンわかりやすい解説のダウンロード
は、右のＱＲコード等からダウンロー
ドできます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf

また、副業・兼業に関するホームペー
ジを用意しておりますので、参考とし
てください。ホームページへは、右の
ＱＲコード等から参照ください。

https://ap-northeast-1-02890046-
view.menlosecurity.com/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/0000192188.html

副業・兼業の促進に関するガイドライン 検索

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf
https://ap-northeast-1-02890046-
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html

外国人労働者の安全衛生対策について 検索

左の「外国人労働者の安全衛生対策に
ついて」のページへは、右のＱＲコー
ド等から参照できます。

マンガでわかる働く人の安全と健康（教育用教材）

外国人労働者安全衛生管理の手引き

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
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外国人労働者は、少子高齢化の進展による生産年

齢人口の減少とともに増加の一途をたどり、平成3年

には172万人に達し、我が国の労働力人口の3.06％

を占めるに至っています。外国人労働者に係る休業4

日以上の労働災害は、外国人労働者数の増加のテン

ポを超えて増加し、平成3年には5,715件発生して

います。その件数は全発生件数の3.8％に及んでお

り、年千人率は全労働者が2.7であるのに対し外国人

労働者では3.3となっていることからも、外国人労働

者が被災する割合が日本人より高いことが明らかで

す。このような事情から第14次労働災害防止計画に

おいても外国人労働者の労働災害防止を重点事項と

して取り上げ、アウトプット指標を「外国人労働者

に分かりやすい方法で労働災害防止の教育を行って

いる事業上の割合を2027年までに50％以上とす

る」こととし、アウトカム指標として「外国人労働

者の死傷年千人率を2027年までに全体平均以下と

する」とされたところです。

我が国の生産年齢人口は引き続き減少していくこ

とが予想されており、今後も外国人労働者が増加す

ることが見込まれます。このような状況の下、外国

人労働者に係る労働災害に特有の事情を理解し、各

事業場において労働災害防止対策を確立していくこ

とが急務となっています。
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